
令和７年度
現場技術業務等実務者研修

九 州 地 方 整 備 局
河 川 部 河 川 管 理 課
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九州の一級水系

○九州一級水系 ２０水系
遠賀川水系
山国川水系
大分川水系
大野川水系
番匠川水系
五ヶ瀬川水系
小丸川水系
大淀川水系
肝属川水系
川内川水系

球磨川水系
緑川水系
白川水系
菊池川水系
矢部川水系
筑後川水系
嘉瀬川水系
六角川水系
松浦川水系
本明川水系
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3姶良火山噴出物【シラス】（姶良川）

有明粘土【ガタ土】（筑後川）

阿蘇火山噴出物【ヨナ】（白川）

五ヶ瀬川

大野川

大分川

山国川

遠賀川

松浦川

本明川

六角川

嘉瀬川
筑後川

矢部川

番匠川

小丸川

大淀川

肝属川

川内川

緑川

菊池川

姶良火山噴出物(シラス)

有明粘土(ガタ土)

阿蘇火山噴出物(ヨナ)白川

九州の特徴（特徴的な地質）



筑後川水系城原川

○有明海に注ぐ河川の下流域は、有明海の干満の影響により微粒子のガタ土が堆積。

○河道や樋門等の施設周辺に堆積すると、流下能力の低下のほか、ゲートの開閉障害、
排水機能に支障が発生するおそれがあるため、適時適切な堆積土砂の撤去が必要。

○また、軟弱な地盤であることから、地盤沈下による施設の変状に注意が必要。
○有明海の干満の差は約６ｍで日本一大きく、吸い出しによる被災に注意が必要

六角川、嘉瀬川 （佐賀県）
筑後川 （福岡県、佐賀県 ）、矢部川 （福岡県）
菊池川、白川、緑川  （熊本県）

江見排水機場（筑後川）

九州の特徴（ガタ土）
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○阿蘇火山の噴火によって降り積もった火山灰のこと。

○軽く、粘性に乏しく、雨水による侵食を受けやすいため、いったん豪雨になると比較的
簡単に下流に運ばれる。

白川 （熊本県）

出水後高水敷に堆積するヨナ（白川）

九州の地形・地質特性（ヨナ）
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肝属川（鹿屋市）姶良川（吾平町）

○細粒分が比較的多く、密度が小さいため堤防が流水により浸食されやすく､浸透水で堤
体外に流出しやすく吸い出しを受けやすい。また飽和度の上昇に伴い粘着力が低下す
るため、法面の表層すべりや引き落としを生じやすい。

大淀川 （宮崎県）
肝属川、川内川 （鹿児島県）

九州の特徴（シラス）
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九州の特性に応じた事例[地質：①ガタ土]

○有明海に注ぐ河川の下流域は、有明海の干満の影響により微粒子のガタ土が堆積しや
すい。河道や樋門等の施設周辺に堆積すると、流下能力の低下のほか、ゲートの開閉
障害、排水機能に支障が発生するおそれがあるため、適切な堆積土砂の除去が必要で
ある。

○また、軟弱な地盤であることから、その低い強度、高い鋭敏比や圧縮性といった特性の
ため、地盤掘削や盛土あるいは構造物構築により容易に変形しやすい条件下にあること
に留意する必要がある。

排水ポンプ場導水路内の状況 ポンプピット内の状況

＜ガタ土堆積事例＞
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＜ガタ土堆積対応事例＞

対応策の一例として浚渫船によるガタ土除去。

河道内でのガタ土の堆積

浚渫船による堆積ガタ土除去状況

ガタ土除去後の状況

九州の特性に応じた事例[地質：①ガタ土]

8



軟弱層の圧密沈下に伴う不同沈下によ
り、護岸ブロックの変状が生じた。

水叩き下
50cm程度の空洞

杭基礎により支持をえている樋門・樋管等の構
造物の場合、構造物周辺の軟弱層の不同沈
下により、空洞化が発生する。

＜地盤変状事例＞

○通常樋門・樋管等の構造物は、杭基礎により支持をえているが、構造物周辺の軟弱層
が不同沈下を発生し地盤がゆるむことにより空洞化を生じることがある。

○構造物として不安定な状態であるため、早急な対応を要する。

九州の特性に応じた事例[地質：①ガタ土]
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陥没(深さ35cm）

＜地盤変状事例＞

軟弱層の圧密沈下に伴う不同沈下により、
護岸ブロックの変状が生じた。

函体底版下等の空洞化変状
(イメージ)

九州の特性に応じた事例[地質：①ガタ土]
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＜シラス堤防の崩壊事例＞

○シラスは、火砕流堆積物、軽石や岩片を含んだ火山ガラスを主とする火山灰土砂のこと
で、鹿児島県全域や宮崎県南部、熊本県の一部に分布している。

○シラスの特徴として、乾燥すると凝固し大きな強度を示すが、比重が小さいため、流水の
影響を受けやすく、また、水分を含むと崩れやすくなるため、大規模な崩壊、地すべり、土
砂流出が発生しやすい。

九州の特性に応じた事例[地質：②シラス]
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詳細な評価の対象とする活断層

① 小倉東断層
② 福智山断層帯
③ 西山断層帯
④ 宇美断層
⑤ 警固断層帯
⑥ 日向峠－小笠木峠断層帯
⑦ 水縄断層帯
⑧ 佐賀平野北縁断層帯
⑨ 別府－万年山断層帯
⑩ 雲仙断層帯
⑪-1布田川断層帯
⑪-2日奈久断層帯
⑫ 緑川断層帯
⑬ 人吉盆地南縁断層
⑭ 出水断層帯
⑮ 甑断層帯
⑯ 市来断層帯

⑰～㉗

簡便な評価の対象とする活断層

その他の災害リスク（活断層）
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九州の特徴（地形・災害）
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九州の特徴（地形・災害）

九州の河川は地形特性等から、河川ごとに特徴が異なり、対象ハザードにも特徴があります

○九州災害の特徴
東側河川：台風による被害
西側河川：梅雨による被害
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福 岡 県 大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

熊 本 県

佐 賀 県

長 崎 県

６

５
４

７

３

２

１

８

９

10

11

12

17
18 13

15
19

16
14

R2.7  球磨川水系球磨川

10

15

H29.7  筑後川水系花月川

16

R3.8  筑後川水系筑後川

R3.8  六角川水系六角川

17

９

R3.7  川内川水系川内川

12

R3.8  菊池川水系岩野川

14

R2.7  筑後川水系玖珠川

１

R5.7  遠賀川水系彦山川

19

R3.8  松浦川水系厳木川

R2.7  大分川水系大分川

３

11

H24.7  白川水系白川

５

H29.9  番匠川水系井崎川

H24.7  矢部川水系矢部川

13

４

H29.9  大野川水系大野川
R1.8  六角川水系牛津川

18

２

H24.7  山国川水系山国川

６

H17.9  五ヶ瀬川水系五ヶ瀬川

７

R4.9  大淀川水系大淀川

８

H17.9 肝属川肝属川

梅雨
台風

西側河川：梅雨による被害
東側河川：台風による被害

九州の特性に応じた事例（近年の主な水害）
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発生年 主な河川

平成15年7月 遠賀川（穂波川）

平成17年9月
（台風14号）

大淀川、五ヶ瀬川、肝属川

平成18年7月 川内川

平成24年7月
（九州北部豪雨等）

矢部川、白川、山国川、菊池川
筑後川（花月川）

平成29年7月
（九州北部豪雨）

筑後川（赤谷川、花月川）
遠賀川（彦山川）、山国川

平成30年7月
（西日本豪雨等）

遠賀川、筑後川

令和元年8月 六角川

令和2年7月 球磨川、遠賀川（彦山川）、
筑後川

令和3年7月
令和3年8月

川内川
六角川、筑後川、
菊池川（岩野川）

令和4年9月
（台風14号）

大淀川、五ヶ瀬川、小丸川

令和5年7月 筑後川（巨瀬川）、山国川
遠賀川（彦山川）等

※陸上自衛隊第８師団提供

平成15年7月遠賀川（飯塚市） 平成17年9月五ヶ瀬川 平成18年7月川内川

平成24年7月矢部川 平成24年7月白川 平成29年7月赤谷川

平成30年7月遠賀川 令和2年7月球磨川 令和3年8月六角川

令和4年9月大淀川 令和5年7月山国川 令和5年7月巨瀬川

7年連続

○ 昨年7月9日から10日にかけて発生した豪雨で、筑後川支川巨瀬川が氾濫し、巨瀬川周辺で約3,100戸※の浸水被

害が発生するなど、九州管内では7年連続で大規模な水害に見舞われている。※九州地方整備局調査による速報値

16

九州における主な水害



○ 九州の河川管理延長は約1,200km
○ うち、堤防必要区間は約1,800km（両岸延長）
○ 堤防必要区間のうち、約82%が完成している（令和3年3月現在）
○ 堤防必要区間のうち、約98%が完成堤防と暫定堤防（令和3年3月現在）

九州の完成堤防
整備割合（％）

九州平均８２％

九州の堤防整備率と堤防必要区間延長
（令和3年3月現在）

(㎞)

維持管理の概要（堤防管理）
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■ 洪水時の流木の流下例（平成１５年出水状況写真：遠賀川<飯塚市>）

○樹木群を放置することによる二次的被害。
○河道内の樹木は、洪水で流下し、下流の橋や堰に堆積し、流下断面を阻害する。

⇒このため、適正な管理が必要（堤防決壊時のリスクが増加）

河道・植生管理
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拡幅

流向

砂州の形成・拡大(河積減少の懸念)

河道の変状（流下能力）

再堆積による川幅縮小
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掘削直後

H23年6月

H21年8月

掘削前

H26年12月

R1年10月

【穂波川】 写真から見る経年的な堆積の実態（0k400 付近）
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〇 九州の河川管理施設の数は3,228施設で、全国の約３割を占めており施設数が多い。
〇 そのうち、樋門樋管は2,681施設（約８割）と非常に多く、操作や日常の管理・点検、施設の維
持修繕・更新など、多くの時間と手間、多額の費用を要している。

樋門樋管
（2,681施設：約８割）

国管理の河川管理施設（全施設数）
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河川管理施設の老朽化

 建設後５０年を経過した施設が約２０％（令和４年度末）、
 今後１０年で約４０％、
 今後２０年で約６０％を超える。

令和５年３月時点で、設置後50年以上経過した施設

10年後に設置後50年経過する施設

20年後に設置後50年経過する施設

全体の１９％

全体の４３％に増加

全体の６０％に増加

排水機場・堰・水門
２６８施設（R5.3 ）

22



○３０００箇所を超える、河川管理施設のうち、建設後５０年を経過した河川構造物が２割を超えており
今後１０年で４割に達するため、計画的な管理が必要である。

○施設が機能を果たせないということにならないよう、現施設の更新だけでなく、延命を考慮した機能
の向上、補修費用が安価な時期での予防保全対策等を進めていく必要がある。

頂版に遊離石灰、漏水を伴うひび割れ
昭和５６年設置（３７年経過：H30年）

エンジン内部にある始動弁を押さえる
部品の欠損状況（H20年8月）

北古賀排水樋管（六角川水系牛津川）

断面欠損の著しい鉄筋腐食
昭和２６年設置（６７年経過：H30年）

浮島排水機場 （筑後川水系筑後川）

巻き取りドラムから左岸側ワイヤロープが抜け落ちて
引き上げ不能となった堰のゲート（H25年6月）

瀬高堰（矢部川水系矢部川）

老朽化施設の更新・延命・補修

牛津江排水機場（六角川水系牛津川）

当日の３号ゲート片吊り状況

左岸側右岸側

巻
き
取
り
ド
ラ
ム
か
ら
ワ
イ
ヤ

ロ
ー
プ
が
抜
け
落
ち
た
状
態
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最近の取組について
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読売新聞
令和6年4月6日

【令和６年度 中型の検討状況】
○中型の実証実験を実施（R6.9）
○実証実験で適用が確認された機種について、
次年度導入を検討・自動走行実証実験を実施（R7.1.23）

≪現状≫ ≪近い将来≫

肩掛け式（人力）

大型除草機械（遠隔）
ハンドガイド

急

緩

勾
配

草丈
低 高

※人力は九州全体の2割
≪将来≫

○堤防除草において、急勾配で狭所の箇所は人力（肩掛け式）による除
草作業を行っており、九州全体の２割を占めコストを要すること、作業
員の高齢化などの現状および施工性の向上や作業員の安全確保に向け、
作業環境を改善していく必要がある。
○これらの課題解決を目指すため、引き続き、維持管理コストの低減に
向けて、除草機械の遠隔化および自動化を進め、コスト縮減、施工性向
上、作業員の負担軽減、安全性向上を図る。

河川維持管理の効率化・高度化（除草の機械化・自動化)
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26

○ デジタルライフライン全国総合整備計画により、 Ｒ６年度は天竜川水系でアーリーハーベストとして実施される。

○ Ｒ８年度には、全国の一級河川100km（各地整10kmずつ）でUAVを用いた河川巡視を実装することになって

いる。

○ 九州地整では、Ｒ８年度から、順次実装を予定している。

出典：デジタルライフライン全国総合整備計画（経済産業省）

河川維持管理の効率化・高度化（ドローンを活用した河川巡視）
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出典：令和7年度 水管理・国土保全局関係予算概要（令和7年1月）

河川維持管理の効率化・高度化（ドローンを活用した河川巡視）
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28

参考（ドローン巡視に係る本省委員会）

資料３より抜粋

資料３より抜粋

出典：
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/kentoukai/dornetekiyou/index.html 28



河川巡視・点検について
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維持管理の取組（河川巡視・点検の取組）

点 検
(河道、堤防、施設)

施設点検
(機械・電通設備)

調   査

地域住民からの通報等

平常時巡視

洪水時巡視

特別巡視

定期点検

臨時点検

一般・目的別

地震・津波等
発生時

出水、地震等災害の発生後

年点検・月点検等

定期縦横断測量・洪水痕跡調査 等

出水期前点検

台風期点検

河川維持管理技術者
河川点検士

予
防
保
全
や
補
修
・
更
新
の
実
施

○堤防破堤等の発生を未然に防ぐには、巡視・点検により河川管理施設の状態を確実に
把握し、異常等が確認された場合には補修等予防保全を早期に実施する必要がある。

堤
防
破
堤
等
の
災
害
を
防
ぐ

評

価

河川管理施設の状態の把握

河川巡視

異常等が
確認された
場合
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維持管理の取組（河川巡視・点検の取組）

《除草→点検→補修の年間流れ》
 ○除草・・・点検時に損傷箇所を見やすくするために、堤防の点検時期に合わせて年２回実施
 ○点検・・・堤防等河川管理施設の機能を適切に維持するため、状態把握を年１回以上の適正な頻度で実施。
○補修・・・点検結果などにより、対策が必要な箇所について対策工事を実施。（点検結果などより適宜実施）

除草の実施 点検の実施 異常箇所の発見 補修の実施

11月10月

出水

点検

除草

補修

出水期前点検に備えた除草
（８月１７日～１１月３０日）

出水期 出水期

4月3月 7月

台風期点検に備えた除草
（５月１６日～７月１０日）

台風期点検

9月8月

H２４年度

損傷等発見の場合の補修
（１月１０日～５月３０日）

※損傷程度が低い箇所は、Ｈ２４年度中に対応を完了させる予定。

H２３年度

8月5月12月 2月1月 6月

出水期前点検
（１２月１３日～
１２月１９日）

当年度 次年度

出水期前点検

出水期前点検に
備えた除草

出水期前点検

損傷等発見の場合の補修

台風期点検に
備えた除草

台風期
点検

出水期 出水期

31
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巡視・点検のスペシャリストとして、資格を有する意義は大きい

回避義務が生じる事案に対し、回避措置を実施

河川巡視・点検の重要性を理解

管理瑕疵の判断基準



◆河川維持管理技術者
河川点検士の資格を保有していることが
前提

◆河川点検士
河川の維持管理における点検等に関する
基本的技術や経験を有す技術者

33

◆資格の概要
河川維持管理技術者は、河川の状態把握と
分析、対応の検討を総合的かつ的確に実施
できる技術者を認定する資格制度です。維
持管理のプロとして地域の河川に精通し、
維持管理の実務や地域の安心に貢献する
ことが期待されています。

河川技術者資格について



河川技術者資格の活用について

34

（試行）河川技術者資格の活用ロードマップ【九州地方整備局】

業　務　名・工　事　名 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

河川管理施設等監理検討業務【CM業務】
（試行業務）

河川巡視支援業務
（発注者支援業務）

河川許認可審査支援業務
（発注者支援業務）

河川管理施設維持修繕設計業務
（総合評価落札方式）

河川管理施設維持修繕設計業務
（プロポーザル方式）

河川維持管理関係業務
（総合評価落札方式、プロポーザル方式）

河川定期縦横断測量等測量業務
河川堤防点検業務

河川維持（応急対策、補修）工事
河川除草工事

河川改修工事

河川災害復旧工事

注１　本ロードマップはR7.12時点の予定であり、今後の状況により見直される場合があります。
注２　本ロードマップの内容以外の業務・工事において河川維持管理技術者等の助言により成果を評価する場合があります。

業
　
　
務

河川改修関係業務
（総合評価落札方式）

工
　
事

○ 技術者

○ 技術者・点検士

△ 技術者

△ 技術者・点検士

※指名選定基準に技術者or点検士を設定するよう条件付け

○技術者

○ 技術者・点検士

○ 技術者

○ 技術者

○ 技術者

○ 技術者・点検士

○技術者、点検士

○技術者、点検士

○技術者、点検士

△ 技術者

△ 技術者・点検士

R7.12作成

試行の拡大

（R9以降）

◎ 技術者、点検士

◎ 技術者、点検士（上位1名）

◎ 技術者

▲ 技術者・点検士

◎ 技術者、点検士

◎ 技術者、点検士（上位1名）

○ 技術者

○ 技術者

○ 技術者・点検士

○ 技術者

○ 技術者・点検士

○ 技術者

▲ 技術者

凡例（記号） ： 河川維持管理技術者 → 技術者

河川点検士 → 点検士 ： 管理技術者 ： 担当技術者 ： 照査技術者 ： 配置予定技術者 ◎： 資格限定（必須） ○： 加点評価 △： 他資格同等評価▲： 他資格より上位

△ 技術者・点検士

△ 技術者



ご静聴ありがとうございました
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